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平成１５年２月にCPD制度と専攻建築士制度の説明会に参加しました。私は，この制
度に深く興味を持ちCPD登録・研修・実務など実績を作り平成１５年１１月に専攻建築士
登録の申込が始まりましたので「生産専攻建築士」に登録いたしました。私の仕事は，
大工職人で２級建築士です。工務店と２級建築士事務所を経営しています。おもに戸建
住宅やリフォームなどの業務をしています。現場に行って直接工事をしていますので，
生産専攻建築士に登録したことで，さらに責任を感じます。私は，この制度はとても良
い事であると認識しています。しかし，CPD制度や専攻建築士制度の事を知らない方
が，消費者だけでなく建築関係者たちも多くいらっしゃるのが現実です。建築士であっ
てもこの制度を軽視している方が多いのではないかと思います。たくさんの建築士自身
がアピールしないと，消費者や社会には，この制度が伝わらないと思います。これから，
さらに高度化していく時代に入っていく中で，信頼・技術等が問われていきます。生産
専攻建築士は，施工だけでなく，環境・シックハウス・耐震などいろいろな問題の知識
を要求されると思います。このような問題を，消費者から質問を受けた時に知識がない
と説明にとまどってしまうと思います。生産専攻建築士として，不足を補うためにも，
研修型・実務型CPDに参加して，技術の向上を図り知識を身に付けていくとよいので
はないかと思います。
私は今後，工事を行う時や相談を受けた時に専攻建築士制度とCPD制度の説明をし

て行こうと考えています。又，この制度が各建築士会で本格的に実施を始める事で，一
般の人や社会にわかっていただく事が，出来ると思います。私は，生産専攻建築士とし
て，社会から信頼が得られるよう研鑽に努めていこうと思います。
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